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社会福祉法人志布志市社会福祉協議会委員会設置規程 

 

 （目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人志布志市社会福祉協議会（以下「本会」という。）定款

第 33 条の規定により設置し、定款第１条の事業目的を効率的に推進し、地域社会の福

祉の増進を図ることを目的とする。 

 

 （委員会） 

第２条 委員会は、次に掲げる各号とする。 

 （１）ボランティアセンター運営委員会 

 （２）評議員選任・解任委員会 

 （３）志布志市地域福祉計画・地域福祉活動計画推進委員会 

 （４）第三者委員会 

 （５）その他本会に必要な委員会 

２ 各委員会の運営に必要な事項は、別に定める。 

 

 （委員会の機能） 

第３条 委員会は、それぞれの所管事項について調査研究を行い必要に応じて、本会会長

に意見を具申するものとする。 

 

 （会議） 

第４条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。 

２ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

 

 （委任） 

第５条 この規程に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

  附  則 

この規程は、平成１８年 １月 ４日から施行する。 

この規程は、平成29年４月１日から施行する。 

（第１条の字句の修正、第２条の改正） 

この規程は、令和６年５月30日から施行する。 

（第２条（委員会）第３号の削除、以下号の繰り上げ） 

この規程は、令和7年10月１日から施行する。 

（第１条（目的）第１項字句の変更、第２条（委員会）第 1項第３号の削除、以下号の繰

り上げ、第４条（委員の委嘱）の削除、第５条（任期）の削除、第６条（役員）の削除、

第7条（委員長等の職務）の削除、以下条の繰り上げ） 


